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議案第５６号 

 

   狭山市ふれあい健康センターＰＦＩ事業者選定委員会条例 

 

 

条例別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

令和６年６月６日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく狭山市ふ

れあい健康センターの整備等を行う民間事業者の選定等に関する事項を調査審議する

ため、狭山市ふれあい健康センターＰＦＩ事業者選定委員会を設置したいので、この

案を提出するものである。 
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狭山市ふれあい健康センターＰＦＩ事業者選定委員会条例 

（設置） 

第１条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１

年法律第１１７号。以下「法」という。）に基づく狭山市ふれあい健康センターの

整備等を行う民間事業者の選定等に関する事項を調査審議するため、狭山市ふれあ

い健康センターＰＦＩ事業者選定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

（１）法第７条の規定による特定事業の選定に関する事項 

（２）法第８条第１項の規定による民間事業者の選定に関する事項 

（３）その他市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

（１）知識経験を有する者 

（２）市職員 

（３）その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和８年３月３１日までとする。 

 （委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名す

る委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長とな

る。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 （意見の聴取等） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若

別紙 
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しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、市長が別に定める部局において処理する。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

  別表予防接種健康被害調査委員会委員の項の次に次のように加える。 

ふれあい健康センターＰＦＩ事業者

選定委員会委員 
日額 50,000       

      

３ この条例は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 
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議案第５７号 

 

   狭山市税条例の一部を改正する条例 

 狭山市税条例（昭和３０年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第３４条の７第１項第２号中「及び第３号」を「から第４号まで」に改め、「同条

第３項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、」を削る。 

 第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

 附則第４条の２を削る。 

 附則第１０条の２中第２０項を第２１項とし、第１７項から第１９項までを１項ず

つ繰り下げ、第１６項の次に次の１項を加える。 

１７ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

 附則第２３条中「第３７項」の次に「、第３８項」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

（１）第５６条の改正規定 令和７年４月１日 

（２）第３４条の７第１項の改正規定及び附則第４条の２を削る改正規定並びに次条

の規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）の施行の日の属する年

の翌年の１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項

の規定の適用がある場合における前条第２号に掲げる規定による改正後の狭山市税

条例第３４条の７第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定の適用については、

同号中「までに掲げる寄附金（」とあるのは、「までに掲げる寄附金（所得税法等

の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなお

その効力を有するものとされる同法第１条の規定による改正前の所得税法第７８条

第３項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、」とする。 
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  令和６年６月６日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 地方税法等の改正に伴い、個人市民税について、寄附金税額控除に係る規定を改め、

及び固定資産税について、課税標準の特例を設けるとともに、所要の改正をしたいの

で、この案を提出するものである。 
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議案第５８号 

 

   狭山市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 狭山市立学校設置条例（昭和４３年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号の表狭山市立水富幼稚園の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 

 

  令和６年６月６日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市公立幼稚園の今後の運営に関する基本方針に基づき、狭山市立水富幼稚園を

廃止したいので、この案を提出するものである。 
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議案第５９号 

 

   狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条

例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第２９条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」

を「２５人」に改める。 

 第３１条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」

を「２５人」に改める。 

 第４４条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」

を「２５人」に改める。 

 第４７条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」

を「２５人」に改める。 

 附則に次の見出し及び４項を加える。 

 （小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例） 

７ 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法第 

２７条第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等が不足している

ことに鑑み、当分の間、第２９条第２項各号又は第４４条第２項各号に定める数の

合計数が１となるときは、第２９条第２項又は第４４条第２項に規定する保育士の

数は、１人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が１人となる

ときは、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認め

る者を置かなければならない。 

８ 前項の事情に鑑み、当分の間、第２９条第２項又は第４４条第２項に規定する保

育士の数の算定については、幼稚園若しくは小学校の教諭又は養護教諭の普通免許

状（教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２項に規定する普通免

許状をいう。）を有する者を、保育士とみなすことができる。 

９ 附則第７項の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する小規模

保育事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所（以下この項において「小規模保

育事業所Ａ型等」という。）において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数

が当該小規模保育事業所Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならな

い保育士の数を超えるときは、第２９条第２項又は第４４条第２項に規定する保育
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士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者

を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かな

ければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことがで

きる。 

１０ 前２項の規定を適用するときは、第２９条第２項又は第４４条第２項の規定に

より算定される保育士の数（前２項の規定の適用がないものとした場合に算定され

るものをいう。）の３分の２以上の保育士（法第１８条の１８第１項の登録を受け

た者をいい、第２９条第３項若しくは第４４条第３項又は前２項の規定により保育

士とみなされる者を除く。）を置かなければならない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和６年６月６日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正をしたい

ので、この案を提出するものである。 
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議案第６０号 

 

   狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

 狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければ」を「掲示す

るとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信され

ることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は

有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。 

 第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ず

る方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体

（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和６年６月６日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、所

要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第６１号 

 

   狭山市立学童保育室条例の一部を改正する条例 

 狭山市立学童保育室条例（昭和４７年条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表狭山市立奥富学童保育室の項中「６０人」を「８０人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

  令和６年６月６日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 狭山市立奥富学童保育室の待機児童の解消を図るため、同保育室の入室定員を増員

したいので、この案を提出するものである。 
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議案第６２号 

 

   狭山市市営住宅条例の一部を改正する条例 

 狭山市市営住宅条例（平成９年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項第８号イ中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２」を、「に

おいて」の次に「これらの規定を」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和６年６月６日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に伴い、所要の改

正をしたいので、この案を提出するものである。 
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議案第６３号 

 

令和６年度狭山市一般会計補正予算（第２号） 

 

 

補正予算別冊のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年６月６日提出 

 

        狭山市長 小谷野  剛 
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議案第６４号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道に認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｃ第１２００号線 
狭山市大字東三ツ木字向１０４番７地先  

狭山市大字東三ツ木字向１０４番１７地先 

 

 

令和６年６月６日提出 

 

      狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 開発行為により新設された路線を市道に認定したいので、この案を提出するもので

ある。 
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議案第６５号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道に認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｃ第１２０１号線 
狭山市大字東三ツ木字南台１７１番６地先  

狭山市大字東三ツ木字南台１７１番１０地先 

 

 

令和６年６月６日提出 

 

      狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 開発行為により新設された路線を市道に認定したいので、この案を提出するもので

ある。 
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議案第６６号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 下記の市道の路線を廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０

条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

路  線  名 
起         点 

重要な経過地 
終         点 

Ｆ第１１０７号線 
狭山市笹井一丁目２４９番３地先  

狭山市笹井一丁目２４９番３地先 

 

 

令和６年６月６日提出 

 

      狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 個人からの道路敷地買取申請により市道の路線を廃止したいので、この案を提出す

るものである。 


